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１．はじめに 

 高槻市では、平成２９年６月の水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の

推進に係る法律(以下、｢土砂災害防止法｣という。)の改正を受け、高槻市地域防災計画（平

成３０年２月）を修正しました。 

この高槻市地域防災計画において、要配慮者利用施設として位置付けられた施設の所有者

又は管理者(以下、｢施設管理者等｣という。)は、洪水や土砂災害の発生するおそれがある場

合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関す

る計画(以下、｢避難確保計画｣という。)の作成及び避難訓練の実施が法律における義務とし

て課されることとなりました。また、施設管理者等は避難確保計画を作成、変更した場合に

高槻市長に報告する必要があります。 

まずは、各要配慮者利用施設において、どの災害リスクに備えるべきか水害・土砂災害ハ

ザードマップなどで確認しましょう。 

【令和３年６月修正】 

 令和２年３月に河川管理者である大阪府が、対象降雨を想定最大規模降雨に基づく浸水想

定区域図に見直した（浸水区域や浸水深が拡大）ことから、水害・土砂災害ハザードマップ

を改訂するとともに、令和３年２月に高槻地域防災計画を修正し、対象となる要配慮者利用

施設を見直しました。また、令和３年５月に水防法・土砂災害防止法が改正され、訓練実施

の報告が義務となるとともに、災害対策基本法が改正され、避難情報の種別や取るべき行動

が変更されたことから本手引きを見直しています。 

【令和８年５月修正】 

 令和８年３月に芥川（国直轄区間）の河川管理者である国土交通省が、洪水浸水想定区域

図を見直した（浸水区域や浸水深が拡大）ことから、対象となる要配慮者利用施設を見直し

ました。また、令和８年５月から気象庁により新たな防災気象情報の運用が開始され、河川

氾濫、大雨、土砂災害等に関する情報等が、避難情報の５段階の警戒レベルに対応するよう

変更されたことから本手引きを見直しています。 
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２．本手引きの使用方法 

 本手引きは、避難確保計画を作成するにあたり記載すべき内容やポイントをまとめた内容

となっています。参考資料の｢参１.避難確保計画(本編) 様式｣をご準備していただき、次

章の｢３．避難確保計画(本編)の作成解説｣を見ながら作成(手書き可)することができますの

で、施設関係者で協議しながら作成してください。なお、別で作成している非常災害計画や

消防計画など施設独自の様式にて作成していただいても問題ありませんが、内容については

本手引きで求められる項目を反映してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、避難確保計画(本編)に附随する内容については｢避難確保計画(資料編) 様式｣を参

考に作成してください。 

 内容や提出先について、不明な点がある場合は、各行政窓口にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお避難確保計画(本編)は作成後、高槻市に提出が必要となりますが、避難確保計画(資

料編)は個人情報を含む内容となりますので提出は不要です。 

①避難確保計画の作成解説を参考に、｢参１．避難確保計画(本編)様式｣、｢参８．避

難確保計画(資料編)様式｣を作成する。 

②案の段階で高槻市に不明な点などの確認を行う。 

③高槻市に内容の確認が取れた避難確保計画の本編のみを提出する。 

④作成した避難確保計画を施設職員や利用者と確認し、防災訓練を実施する。 

⑤訓練実施後は、訓練実施報告書を高槻市に提出する。 

 

 

この番号が記載す
べき箇所と記載内
容を示しています。 
記載すべき箇所は
太線で囲んでいま
す。 

避難確保計画 (本

編 )様式を表示し

ています。 

この項目を検討す
るうえで、参考とな
る参考資料を示し
ています。 

この項目を検討す
るうえで、ポイント
を示しています。 

参３.計画に係る行政窓口一覧 参照 

② ③ ① 
高槻市 

該当する□ボック
スを塗りつぶして
選択します。 

直接、内容を記載し
てください。 

義
務 

義
務 

④ 

⑤ 
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３．避難確保計画(本編)の作成解説 

 

 

①本計画書の作成年月を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

②対象とする施設の名称を記載する。 

 

 

 

 

 

③対象とする施設の所在地を記載する。 

④運営する法人等の名称を記載する。 

 

３－１．本計画の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 施設に対して一つの避難確保計画を作

成してください。1 施設で複数の事業を

実施している場合は、まとめて作成する

ことは可能です。 

 
POINT 

③ 

④ 

水防法の対象となるのは、｢淀川｣、｢芥川｣、｢女瀬川｣、｢檜尾川｣、｢安威川｣、｢水無瀬川｣

が氾濫した場合に、浸水することが想定される区域（0.5ｍ以上）内に施設が一部でもあ

る場合や、上記河川の家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流、河岸侵食）内に施設がある場

合（敷地を含む）に対象となります。土砂災害防止法の対象となるのは、大阪府が指定

する土砂災害警戒区域内に施設がある場合（敷地を含む）に対象となります。 

POINT 

本計画は、法律の規定に基づき、高槻市

に提出することとなりますが、提出前に

事前に内容の確認を高槻市に行ってくだ

さい。 

POINT 

参 3.計画に係る行政窓口一覧 参照 

参４.関係する法令等 参照 

① 

② 
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３－２．本計画の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３．本計画の適用範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①施設の｢昼間｣、｢夜間｣、｢休日｣の利用者人数を記載する。 

 

 

 

 

②施設の｢昼間｣、｢夜間｣、｢休日｣の勤務職員人数を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

利用者人数が不確定の場合は、利用が想定される最大人数を記入してください。また夜

間等に利用者がいない場合(利用時間外等)は、対象の欄のみ記載をしてください。 

POINT 

常駐していない場合や、災害時にのみ対応する職員数も含めてください。また警備員が

いる場合も人数に含めてください。 

POINT 

参４.関係する法令等 参照 

参３.計画に係る行政窓口一覧 参照 

｢昼間｣、｢夜間｣、｢休日｣の区分については、施設の利用者数に対し避難誘導等を行う施

設職員数がどの程度いるかを整理するものです。施設の利用形態や勤務体系に合わせ区

分を変更するか、備考欄を活用してください。 

POINT 

施設の移転や閉鎖等の施設立地に係ることや、避難場所を変更するなど避難確保計画を

修正する必要がある場合は、各行政窓口にご連絡ください。また、本計画に基づく訓練

を実施した場合は、訓練実施毎に各行政窓口に報告してください。（P27） 

POINT 
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３－４．本施設の事前休業の判断（定めている場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①事前休業の判断基準を定めている場合は、判断する時間を記載する。 

 

 

 

②事前休業の判断基準を定めている場合は、判断する種別の□ボックスに着色する。 

③事前休業の判断基準を定めている場合は、休業する対象業務や部門を記載してください。 

 

 

 

施設を完全休業する場合は、全業務と記載してください。 

POINT 

施設の開始時間までに判断する必要があります。P19～P20 の災害時の情報を確認し、必

要な情報を取得しましょう。 

POINT 

 

③ 

② 

① 
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３－５．避難情報と求められる避難行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高槻市が発令する避難情報の種別と求められる避難行動です。｢淀川｣、｢芥川｣、｢女瀬川｣、

｢檜尾川｣、｢安威川｣、｢水無瀬川｣が氾濫する危険性が高まった場合や、降雨により土砂

災害の危険性が高まった場合に発令されます。 

特に警戒レベル３｢高齢者等避難｣が発令された場合、施設利用者のうち、避難に時間を

要する要配慮者等は、避難行動（立退き避難・屋内安全確保）を開始する必要がありま

す。なお、それぞれの発令される避難情報や、そのときの防災活動の基準は｢３－５－１．

防災体制(洪水)｣、｢３－５－２．防災体制(土砂災害)｣で定めることとなります。 

POINT 
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３－６－１．防災体制(洪水)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①施設の立地が、行政が公表している｢淀川｣、｢芥川｣、｢女瀬川｣、｢檜尾川｣、｢安威川｣、｢水

無瀬川｣のいずれかの浸水想定区域内にあり、かつ、その想定される浸水する深さが 0.5m

以上となっている場合には｢ある｣の□ボックスを着色する。ない場合は｢ない｣の□ボック

スを着色する。 

 

 

 

 

 

②施設の立地が、行政が公表している｢淀川｣、｢芥川｣、｢女瀬川｣、｢檜尾川｣、｢安威川｣、｢水

無瀬川｣のいずれかの家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流、河岸侵食）内にある場合には｢あ

る｣の□ボックスを着色する。ない場合は｢ない｣の□ボックスを着色する。①と②の両方で

「ない」を選択した場合は、P12「３－６－２．防災体制(土砂災害)」に進む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢淀川｣、｢芥川｣、｢女瀬川｣、｢檜尾川｣、｢安威川｣、｢水無瀬川｣の想定される浸水区域や

浸水深を示す浸水想定区域図は、ホームページで確認できます。また、高槻市の窓口で

紙面でも確認ができます。 

POINT 

参５.浸水想定区域図・家屋倒壊等氾濫想定区域の確認方法 参照 

参３.計画に係る行政窓口一覧 参照 

｢淀川｣、｢芥川｣、｢女瀬川｣、｢檜尾川｣、｢安威川｣、｢水無瀬川｣の想定される家屋倒壊等

氾濫想定区域（氾濫流、河岸侵食）は、ホームページで確認できます。また、高槻市の

窓口で紙面でも確認ができます。 

 

POINT 
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③施設の立地が、浸水想定区域内(想定浸水深 0.5m 以上) 又は家屋倒壊等氾濫想定区域（氾

濫流、河岸侵食）内となっている対象河川に該当する□ボックスを着色する。 

④施設の想定される浸水深を記載する。 

⑤施設の想定される家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流、河岸侵食）の有無を記載する。該

当する場合のみ「〇」や「有」などと記載する。 

 

表中の右側及び図は、各河川において河川水位がどの程度になれば高槻市が避難情報を

発令するかを示しています。例えば、淀川では、枚方水位観測所において、避難判断水

位である 5.40m に到達すれば、高槻市が避難情報として｢高齢者等避難｣を発令する目安

となります。ただし、災害の状況によっては、記載のとおりの発令のタイミングになら

ない場合があるので常に防災情報については注意しましょう。 

POINT 

参５.浸水想定区域図・家屋倒壊等氾濫想定区域の確認方法 参照 

③ ④ ⑤ 
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⑥施設の防災時の体制として｢注意体制｣をとると判断するにあたり、基準として該当する

□ボックスを着色する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦注意体制確立の判断基準に達した場合に、施設の活動内容として該当する□ボックスを

着色する。 

 

 

 

 

⑧施設として活動する対応部署(対応要員)について記載する。 

 

 

 

 

 

 

⑥ ⑦ ⑧ 

≪大阪管区気象台等からの情報≫のうち、｢高槻市｣に河川に関するレベル２大雨注意報

が発表された場合や、｢対象となる河川｣にレベル２氾濫注意報が発表された場合は、今

後、高槻市内の河川において、洪水が発生する危険性があるため、当初からいずれか又

は両方の□ボックスの着色を必須としています。他の≪大阪管区気象台等からの情報≫

や≪河川管理者からの情報≫について判断基準とする場合、必要に応じ□ボックスを着

色してください。また、施設として独自の判断基準を設ける場合は、≪その他≫欄に記

載し、□ボックスを着色してください。 

POINT 

「気象情報の収集」や「水位情報の収集」、「使用する資機材の準備」については、当初

から□ボックスを着色しており必須としております。他に施設として実施すべき内容を

設ける場合は活動内容を記載し、□ボックスを着色してください。 

POINT 

対応部署(対応要員)については、対応者の氏名を記載するのではなく、○○課や○○係又

は「情報収集伝達要員」や「避難誘導要員」などの総称を記載してください。個別の対

応者の氏名については、｢参８．避難確保計画(資料編)様式①防災体制一覧表②緊急連絡

網｣を参考に作成し整理してください。 

POINT 

参８.避難確保計画(資料編) 様式 参照 
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⑨施設の防災時の体制として｢警戒体制｣をとると判断するにあたり、基準として該当する

□ボックスを着色する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩警戒体制確立の判断基準に達した場合に、施設の活動内容として該当する□ボックスを

着色する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ ⑩ ⑪ 

≪高槻市からの情報≫の｢対象となる河川｣に「警戒レベル３高齢者等避難」が発令は、

対象となる河川の水位が避難判断水位に達しており、氾濫するおそれがある場合に発令

されるため、当初から□ボックスを着色しており必須としています。他の≪大阪管区気

象台等からの情報≫や≪河川管理者からの情報≫について判断基準とする場合、必要に

応じ□ボックスを着色してください。また、施設として独自の判断基準を設ける場合は、

≪その他≫欄に記載し、□ボックスを着色してください。 

POINT 

「気象情報の収集」や、「水位情報の取集」、「避難情報の収集」、「関係者への連絡」、「施

設利用者の避難準備」については、当初から□ボックスを着色しており必須としており

ます。他に施設として実施すべき内容を設ける場合は活動内容を記載し、□ボックスを

着色してください。また、「施設利用者の避難誘導」の□ボックスに着色した場合は、｢参

８．避難確保計画(資料編)様式③施設利用者緊急連絡先一覧表や④対応別避難誘導方法一

覧表｣を参考に、避難誘導体制を整理してください。 

 

POINT 

「警戒レベル３高齢者等避難」が発令された場合、避難に時間を要する方の避難を実施

すべきタイミングではあるが、比較的早いタイミングから発令されるために、結果とし

て災害が発生しない、いわゆる「空振り」の発令になりやすいうえに、発令頻度が比較

的高いという実情がある。「警戒レベル３高齢者等避難」が発令される度に施設利用者全

員が避難することが必ずしも望ましくない場合も考えられ、例えば「警戒レベル３高齢

者等避難」のタイミングでは避難時の持ち出し品のみを避難先に移送するなど「施設利

用者の避難準備」を行い、「警戒レベル４避難指示」のタイミングで十分な避難支援体制

のもと「施設利用者の避難誘導」を円滑かつ確実に実施するなど、施設利用者の状態や

支援体制等に応じた避難行動をとることで、避難する頻度を抑える工夫をすることが考

えられます。なお、「警戒レベル３高齢者等避難」での「施設利用者の避難誘導」を妨げ

るものではなく、早めの避難行動が原則です。 

POINT 
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⑪施設として活動する対応部署(対応要員)について記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫施設の防災時の体制として｢非常体制｣をとると判断するにあたり、基準として該当する

□ボックスを着色する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑬非常体制確立の判断基準に達した場合に、施設の活動内容として該当する□ボックスを

着色する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑭施設として活動する対応部署(対応要員)について記載する。 

 

 

 

 

 

⑭ ⑫ ⑬ 

対応部署(対応要員)については、対応者の氏名を記載するのではなく、○○課や○○係又

は情報収集伝達要員などの総称を記載してください。個別の対応者の氏名については、

｢参８．避難確保計画(資料編)様式①防災体制一覧表②緊急連絡網｣を参考に作成し整理し

てください。 

POINT 

≪高槻市からの情報≫の｢対象となる河川｣に「警戒レベル４避難指示」が発令は、対象

となる河川の水位が氾濫危険水位に達しており、非常に危険な水位となっている場合の

情報のため、当初から□ボックスを着色しており必須としております。他の≪大阪管区

気象台等からの情報≫や≪河川管理者からの情報≫について判断基準とする場合、必要

に応じ□ボックスを着色してください。また、施設として独自の判断基準を設ける場合

は、≪その他≫欄に記載し、□ボックスを着色してください。 

POINT 

「気象情報の収集」や「水位情報の取集」、「避難情報の収集」、「施設利用者・職員の避

難」については、当初から□ボックスを着色しており必須としております。他に施設と

して実施すべき内容を設ける場合は活動内容を記載し、□ボックスを着色してください。

なお、「施設利用者・職員の誘導」については、｢参８．避難確保計画(資料編)様式③施設

利用者緊急連絡先一覧表や④対応別避難誘導方法一覧表｣を参考に、避難誘導体制を整理

してください。 

POINT 

対応部署(対応要員)については、対応者の氏名を記載するのではなく、○○課や○○係又

は情報収集伝達要員などの総称を記載してください。個別の対応者の氏名については、

｢参８．避難確保計画(資料編)様式①防災体制一覧表｣を参考に作成し整理してください。 

POINT 

参８.避難確保計画(資料編) 様式 参照 

参８.避難確保計画(資料編) 様式 参照 



12 

 

３－６－２．防災体制(土砂災害) 

 

 

 

 

 

 

 

 

①施設の立地が、大阪府が公表している｢土砂災害警戒区域｣にある場合には｢ある｣の□ボ

ックスを着色する。ない場合は｢ない｣の□ボックスを着色し P18「３－７．情報収集及び伝

達」に進む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高槻市内の土砂災害の危険性が高い区域を示す土砂災害警戒区域は、ホームページで確

認できます。また高槻市の窓口で紙面でも確認ができます。 

POINT 

参７.土砂災害警戒区域の確認方法 参照 

参３.計画に係る行政窓口一覧 参照 

① 
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②対象となる土砂災害の種別に該当する□ボックスを着色する。 

 

 

 

 

土砂災害の種別により、土砂が崩壊する現象が異なります。あらかじめハザードマップ

で種別を確認するとともに、事前現象なども確認してください。 

POINT 

参７.土砂災害警戒区域の確認方法 参照 

② 
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③施設の防災時の体制として｢注意体制｣をとると判断するにあたり、基準として該当する

□ボックスを着色する。 

 

 

 

 

 

④注意体制確立の判断基準に達した場合に、施設の活動内容として該当する□ボックスを

着色する。 

 

 

 

 

⑤施設として活動する対応部署(対応要員)について記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

≪大阪管区気象台からの情報≫のうち、｢高槻市｣にレベル２土砂災害注意報が発表され

た場合は、高槻市内で土砂災害の危険性があるため、当初から□ボックスを着色してお

り必須としています。他の≪大阪管区気象台からの情報≫や施設として独自の判断基準

を設ける場合は、≪その他≫欄に判断基準の内容を記載し、□ボックスを着色してくだ

POINT 

「気象情報の情報収集」、「使用する資機材の準備」については当初から□ボックスを着

色しており必須としています。他に施設として実施すべき内容を設ける場合は活動内容

を記載し□ボックスを着色してください。 

POINT 

対応部署(対応要員)については、対応者の氏名を記載するのではなく、○○課や○○係又

は情報収集伝達要員や避難誘導要員などの総称を記載してください。個別の対応者の氏

名については、｢参８．避難確保計画(資料編)様式①｢防災体制一覧表②緊急連絡網｣を参

考に作成し整理してください。 

POINT 

③ ④ ⑤ 

参８.避難確保計画(資料編) 様式 参照 
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⑥施設の防災時の体制として｢警戒体制｣をとると判断するにあたり、基準として該当する

□ボックスを着色する。 

 

 

 

 

 

 

⑦警戒体制確立の判断基準に達した場合に、施設の活動内容として該当する□ボックスを

着色する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪高槻市からの情報≫の土砂災害に対する「警戒レベル３高齢者等避難」が発令は、土

砂災害が発生するおそれがある場合の情報のため、当初から□ボックスを着色しており

必須としています。他の≪大阪管区気象台からの情報≫や施設として独自の判断基準を

設ける場合は、≪その他≫欄に判断基準の内容を記入し、□ボックスを着色してくださ

い。 

POINT 

実施すべき「気象情報の収集」や「避難情報の収集」、「関係者への連絡」、「施設利用者

の避難準備」については、当初から□ボックスを着色しており必須としています。他に

施設として実施すべき内容を設ける場合は活動内容を記入し、□ボックスに着色してく

ださい。また、「施設利用者の避難誘導」の□ボックスに着色した場合は、｢参８．避難

確保計画(資料編)様式③施設利用者緊急連絡先一覧表や④対応別避難誘導方法一覧表｣を

参考に、避難誘導体制を整理してください。 

POINT 

⑥ ⑦ ⑧ 

「警戒レベル３高齢者等避難」が発令された場合、避難に時間を要する方の避難を実施

すべきタイミングではあるが、比較的早いタイミングから発令されるために、結果とし

て災害が発生しない、いわゆる「空振り」の発令になりやすいうえに、発令頻度が比較

的高いという実情がある。「警戒レベル３高齢者等避難」が発令される度に施設利用者全

員が避難することが必ずしも望ましくない場合も考えられ、例えば「警戒レベル３高齢

者等避難」のタイミングでは避難時の持ち出し品のみを避難先に移送するなど「施設利

用者の避難準備」を行い、「警戒レベル４避難指示」のタイミングで十分な避難支援体制

のもと「施設利用者の避難誘導」を円滑かつ確実に実施するなど、施設利用者の状態や

支援体制等に応じた避難行動をとることで、避難する頻度を抑える工夫をすることが考

えられます。なお、「警戒レベル３高齢者等避難」での「施設利用者の避難誘導」を妨げ

るものではなく、早めの避難行動が原則です。 

 

POINT 
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⑧施設として活動する対応部署(対応要員)について記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

対応部署(対応要員)については、対応者の氏名を記載するのではなく、○○課や○○係又

は情報収集伝達要員などの総称を記載してください。個別の対応者の氏名については、

｢参８．避難確保計画(資料編)様式①防災体制一覧表②緊急連絡網｣を参考に作成し整理し

てください。 

POINT 

参８.避難確保計画(資料編) 様式 参照 
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⑨施設の防災時の体制として｢非常体制｣をとると判断するにあたり、基準として該当する

□ボックスを着色する。 

 

 

 

 

 

 

⑩非常体制確立の判断基準に達した場合に、施設の活動内容として該当する□ボックスを

着色する。 

 

 

 

 

 

 

⑪施設として活動する対応部署(対応要員)について記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

≪高槻市からの情報≫の土砂災害に対する「警戒レベル４避難指示」が発令は、土砂災

害が発生するおそれが高まっている場合の情報のため、当初から□ボックスを着色して

おり必須としております。他の≪大阪管区気象台からの情報≫や施設として独自の基準

を設ける場合は、≪その他≫欄に判断基準の内容を記入し、□ボックスを着色してくだ

さい。 

POINT 

「気象情報の収集」や「避難情報の収集」、「施設利用者・職員の避難」については、当

初から□ボックスを着色しており必須としております。他に施設として実施すべき内容

を設ける場合は活動内容を記入し、□ボックスを着色してください。なお、施設利用者・

職員の誘導については、｢参８．避難確保計画(資料編)様式③施設利用者緊急連絡先一覧

表や④対応別避難誘導方法一覧表｣を参考に、避難誘導体制を整理してください。 

POINT 

対応部署(対応要員)については、対応者の氏名を記載するのではなく、○○課や○○係又

は情報収集伝達要員などの総称を記載してください。個別の対応者の氏名については、

参８．避難確保計画(資料編)様式①｢防災体制一覧表｣を参考に作成し整理してください。 

POINT 

⑨ ⑩ ⑪ 

参 8 避難確保計画(資料編) 様式 参照 
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３－７．情報収集及び伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①≪大阪管区気象台等からの情報≫を収集するための方法について該当する□ボックスを

着色する。 

②≪河川管理者からの情報≫を収集するための方法について該当する□ボックスを着色す

る。 

③≪高槻市からの情報≫を収集するための方法について該当する□ボックスを着色する。 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

高槻市から避難情報を発令する場合、防災行政無線(屋外スピーカー)での放送を始め、市ホ

ームページや緊急速報メール、防災情報 X(旧 Twitter)、LINE、J:COM 等の放送業者を通し

て広く伝達いたします（次ページ参照）。また、要配慮者利用施設に対しては、避難情報発

令時に、高槻市から電話・メール・FAX のいずれかで連絡いたしますので、「防災行政無線(屋

外スピーカー)」や「高槻市からの電話・メール・FAX」については、原則、市からのプッシ

ュ型の情報発信のため当初から情報の収集方法として□ボックスを着色しています。 

POINT 
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※QR コードの商標はデンソーウェブの登録商標です。 
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気象情報・洪水予報・避難情報などの各防災情報について、施設利用者や職員等と情報

共有を図るため、｢参８．避難確保計画(資料編)様式①緊急連絡網や②施設利用者緊急連

絡先一覧表｣を参考に作成し整理してください。 

POINT 

参８.避難確保計画(資料編) 様式 参照 
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３－８．防災関係連絡先一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①災害時に必要とする行政関係やライフライン関係、施設関係等の連絡先の内容を記載す

る。 

 

 

 

① 
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３－９．避難誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①施設利用者等を避難誘導するにあたり、「立退き避難」又は「屋内安全確保」のいずれか

を選択し、該当する□ボックスを着色する。 

 

 

 

 

 

 

 

施設利用者等の計画的な避難行動としては、「立退き避難」と「屋内安全確保」がありま

す。「立退き避難」は、市が開設する指定避難場所や、浸水しない安全な関連施設又は避

難の受入れについて事前に協定等を締結した施設へ立退く避難行動です。 

一方、「屋内安全確保」については、施設の上階等に移動することや留まる避難行動です。

ただし、「屋内安全確保」を選択する場合は、屋内安全確保先がハザードマップで家屋倒

壊等氾濫想定区域（氾濫流、河岸浸食）に入っていないことや、想定される浸水深より

留まる居室が高いことを必ず確認するとともに、氾濫した場合にライフラインが止まる

ことや孤立するが想定されることから、水や食料、薬など施設利用者に必要な資機材が

一定量、準備できていることが必要となります。 

POINT 

① 

参６.水害・土砂災害ハザードマップの確認方法 参照 
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①洪水時、土砂災害時の対象となる災害種別として該当する□ボックスを着色する。 

 

 

 

 

②避難場所への避難を行う場合の避難場所の名称を記載する。 

 

 

 

 

③施設から避難場所までの距離を記載する。 

④施設から避難場所に行く移動手段を記載する。 

 

 

 

 

 

 

⑤水害・土砂災害ハザードマップ等を用いて、施設から選定した避難場所までの経路を決

定し、施設周辺の避難経路図として別紙１に添付する。 

 

 

 

 

① ② ③ ④ 

３－５－１．防災体制(洪水)の①で｢ある｣の□ボックスに着色した場合は、②の対象とな

る河川と同じ河川の□ボックスに着色を、３－５－２．防災体制(土砂災害)の①で｢ある｣

の□ボックスに着色した場合は、土砂災害の□ボックスに着色をしてください。 

POINT 

高槻市水害・土砂災害ハザードマップの災害の種別により開設される避難場所を確認し、

施設から最寄りの避難場所や、浸水しない安全な関連施設又は避難の受入れについて事

前に協定等を締結した施設など、あらかじめ施設で選定してください。 

POINT 

参６.水害・土砂災害ハザードマップの確認方法 参照 

避難場所への避難は基本的には徒歩による避難をお願いしています。それによりがたい

場合は、車両やタクシーなど移動手段を記載してください。また施設利用者によって個

別の対応が異なる場合は、｢参８．避難確保計画(資料編)様式④対応別避難誘導方法一覧

表｣を参考に作成し整理してください。 

POINT 

⑤ 

水害・土砂災害ハザードマップの P3｢マイマップを作ろう｣に従い、避難先や避難経路を

選定した内容のコピーでも可です。（避難確保計画本編(様式)記入例を参照） 

POINT 

参６.水害・土砂災害ハザードマップの確認方法 参照 

参８.避難確保計画(資料編) 様式 参照 
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⑥洪水時、土砂災害時の対象となる災害種別として該当する□ボックスを着色する。 

 

 

 

 

⑦屋内安全確保先の居室の階数と名称を記載する。 

 

 

 

 

 

⑧施設内の平面図等を用いて、屋内安全確保先とその経路を別紙２に添付する。 

 

 

 

 

 

３－５－１．防災体制(洪水)の①で｢ある｣の□ボックスに着色した場合は②で対象となる

河川と同じ河川の□ボックスに着色を、３－５－２．防災体制(土砂災害)の①で｢ある｣

の□ボックスに着色した場合は、土砂災害の□ボックスに着色をしてください。 

POINT 

屋内の安全確保場所の選定には、想定される浸水深さや土砂災害の斜面の位置等を考慮

して、出来る限り安全が確保できる場所を選定しましょう。なお、施設内で安全確保す

る場所を選定することが出来ない場合は、「立退き避難」を選択して下さい。 

POINT 

⑥ ⑦ 

屋内安全確保先の階層だけではなく、浸水する階層も添付し各居室から屋内安全確保先

までの避難経路を選定してください。（避難確保計画本編(様式)記入例を参照） 

POINT 

⑧ 
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３－１０．避難の確保を図るための施設の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①気象情報・洪水予報・避難情報などの各防災情報を収集・伝達するための資機材として

該当する□ボックスに着色する。 

 

 

 

②施設利用者や施設職員が避難誘導を行うための資機材として該当する□ボックスに着色

する。 

① 

② 

③ 

④ 

他に情報・伝達資機材として準備している場合は、資機材名を記載のうえ□ボックスに

着色してください。 

POINT 

他に避難誘導資機材として準備している場合は、資機材名を記載のうえ□ボックスに着

色してください。 

POINT 

止水板 
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③施設利用者や施設職員が、当面の避難生活を送るために備蓄物資として該当する□ボッ

クスに着色する。 

 

 

 

 

 

 

④施設の被害を軽減するための資機材として、該当する□ボックスに着色する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他に備蓄物資として準備している場合は、物資名を記載のうえ□ボックスに着色してく

ださい。なお、３－９避難誘導（P22）において、「屋内安全確保」を選択した場合は、

氾濫した場合にライフラインが止まることや孤立するが想定されることから、水や食料、

薬など施設利用者に必要な資機材が一定量、準備できていることが必要です。また、新

型コロナウイルス等の感染症対策物資も必要です。 

POINT 

高槻市では、市民のみなさんが自由に使える土のう置き場として、市内各地に｢土のうス

テーション｣を設置しており、当初から□ボックスに着色しています。最寄りの土のうス

テーションの場所を水害・土砂災害ハザードマップで確認し記載してください。他に浸

水・土砂流入防止資機材として準備している場合は、物資名を記載のうえ□ボックスに

着色してください。 

POINT 

参６.水害・土砂災害ハザードマップの確認方法 参照 
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３－１１．防災教育及び訓練の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①施設職員や利用者への防災教育、情報伝達訓練、避難訓練の実施する時期を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

ここで記載する防災教育及び訓練については、実施することや実施後の報告が法律の義

務となっています。災害時に迅速な避難行動をとるためにも防災訓練は重要ですので毎

年実施してください。まずは、防災教育を行い災害に対する意識の向上を図ってくださ

い。なお、避難確保計画に基づく防災教育及び訓練を実施した場合は、本編 P16 の訓練

実施報告書を高槻市に提出してください。（避難確保計画本編(様式)記入例を参照） 

POINT 

参３.計画に係る行政窓口一覧 参照 

参４.関係する法令等 参照 


